
 1

多摩市くらしと文化部市民活動推進課発行                    

 ２００７．９．７発行 臨時号  

連絡先 TEL 042-376-8312  FAX 042-339-0491  e-mail : npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp 
                                                                       

 

 

「多摩市身のまわりの環境地図作品展」会場設営・展示等業務の受託者募集！ 

「多摩市身のまわりの環境地図作品展」は市内の小中学校の児童生徒が作成した身のまわりの環境

を地図に仕上げた作品で、模造紙大の作品約３５０点程度を展示するための会場の設営から撤去等ま

でをお願いをする業務です。  

仕様書配布期間等は以下のとおりです。                     

（１）委託予定期間   平成１９年１０月１５日（月）～平成１９年１２月２８日（金） 

（２）仕様書配布期間  平成１９年９月１０日（月）～平成１９年９月２８日（金） 

【土・日・祝祭日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時まで】 

（３）見積書提出期限  平成１９年１０月５日（金）午後５時まで 

（４）見積書提出先   環境部 環境推進課   

                 〒２０６－００２４ 多摩市諏訪６－３－２ 多摩市立資源化センター内 

（５）問合せ先等    環境推進課   ０４２－３３８－６８３１  担当 篠田 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民提案型まちづくり事業補助金は、福祉、子育て、文化、環境などの特定の分野やテーマの限定は

ありません。一過性の事業ではなく、その後の事業展開を通じ継続して多摩市に定着させることを目指

し、さらなる広がりを期待させる公益性のある事業に対して、その事業費の一部を補助します。 

事業内容からチャレンジ部門かステップアップ部門を選択して申込みしてください。 

募集期間・受付場所は？ 

・募集期間 

平成１９年９月３日（月）から平成１９年１０月５日（金）まで（必着）

・受付場所 

市民活動推進課 事業担当（ヴィータ７階）までお持ちください。 

多 摩 市 の ま ち づ く り に 役 立 つ 事 業 を 応 援 し ま す 。
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市民協働NEWSは、希望する団体・市民向けに配信しています。市民活動情報等掲載したい記事等ござ

いましたらお気軽にお寄せください（原稿締切りは毎月 15 日です）。  

市民協働 NEWS は多摩 NPO センターHP ＜ http://www.tama-npo.org ＞でもご覧いただけます。  

連絡先 多摩市くらしと文化部市民活動推進課事業担当  

(聖蹟桜ヶ丘駅前ヴィータ・コミューネ 7F)  担当 鈴木、加藤 

TEL 042-３７６-８３１２   e-mail npo-kyodo@city.tama.tokyo.jp 

応募資格・補助対象事業は？ 

応募できる団体は、１０人以上で構成され、活動拠点が市内にある団体です。 

補助対象事業は、市内で実施される事業で、同じ事業で多摩市の財源による他の補助金を受けていない

ことなどが要件となります。また、事業の実施期間は、平成２０年４月から平成２１年３月末日までの間に実

施される事業が対象となります。 

その他詳しくは募集要項をご覧いただくかお問合せください。 

募集要項・申込書の配付期間と配付場所は？ 

配布期間：平成１９年８月２７日（月）から平成１９年１０月５日（金）まで。 

配付場所：①市役所２階 市民活動推進課 

②市民活動情報センター（ヴィータ・コミューネ） 

③永山公民館（ベルブ永山） 

④多摩センター駅出張所 

⑤ＮＰＯセンター 

⑥公式ホームページ http://www.city.tama.tokyo.jp よりダウンロードできます。 

問い合わせ：市民活動推進課 事業担当 ０４２－３７６－８３１２ 

チャレンジ部門とは？ 

事業の見通しが不透明で最も資金繰り

に苦労する、初期の段階をサポートしま

す。 

・ 補助対象経費の８０％以内 

・ 限度額：30 万円 

ステップアップ部門とは？ 

これまで継続している事業をさらにステップアップさせ、自

立に向けて展開していく段階をサポートします。 

・補助対象経費の６０％以内（2 回目以降段階的に引き下げ）

・限度額：２５０万円（平成 22 年度から 150 万円） 

・５回（５年間）まで 


